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 事業主体︓ 自治体、第３セクター、民間事業者
 対象地域︓ 地理的に条件不利な地域※1

（過疎地、辺地、離島、半島、山村、特定農山村、豪雪地帯）

 補助対象︓ 伝送路設備、局舎（局舎内設備を含む。）等
 負担割合︓ （自治体が整備する場合）

国
２／３

自治体
１／３

国※2
１／２

自治体
１／２

【離島】

【その他の条件不利地域】

（第３セクター・民間事業者が整備する場合）

国
１／２

３セク・民間
１／２

国
１／３

【離島】

【その他の条件不利地域】
３セク・民間
２／３

※2 財政力指数０．５以上の自治体は国庫補助率１／３

※1 令和4年度第2次補正予算のみ一定の条件を満たした条件不利地域以外の地域も対象
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